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工事の仮契約の概要

第173号議案資料

工

約金

(消費税含む

事

落札金額

(消費税含まない)

名 長崎市新庁舎建設空調設備工事

一式

一式

一式

一式

一式

2, 5 5 3,.6 5 0,.000円

2,

相

32 1

新菱・フジエア・松栄特定建設工事共同企業体

福岡市博多区綱場町3番3号
新菱冷熱工業株式会社九州支社
執行役員支社長小倉博

長崎市田中町599番地
株式会社フジエアテック

代表取締役藤川 彰二

長崎市立山5丁目4番30号

株式会社松栄設備
代表取締役平野義高

手

500,000円

方

工

担当

約の方法

期

入札年月日

画

議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

入札回数

政

一般競争入札締邨艮付一般競争入ネD

入札参加者

及び入札結果

令和元年10月28日

1回

工

フページ記載のとおり

事概 要

工事場所

工事内容

落札者決定方式

魚の町

熱源設備

空気調和設備

換気設備

排煙設備

自動制御設備

本工事は、技術力に係る資料の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案型)を適用
した工事である。

部
部
部

財
築
財

理
建
企

契

契

額
)

入
札

1
 
2



財 源 内

予算額①

訳

既契約額②

工事費

千円
24,063,000

契約額③
(内、空調
設備工事)

千円

15,015,000

差引

①・②・③

国庫支出金

千円

6,916,698

(2,砧3,65の

千円

158,278

契約額は空調設備工事、電気工事、衛生設備工事、通信工事の合計額。

空調設備工事等に続き令和2年度以降、外構工事等を発注予定。

県支出金

千円

蛤,763

千円

2,131' 302

千円

45,494

(16,79刀

千円

財源内訳

千円

地方債

千円

16,966,800

千円
14,021

千円

千円

10,587,000

千円

4,876,800

(1,800,50の

その他

千円

千円

6,937,兜2

゛

千円

4,329,237

一般財源

千円

1,503,000

゛

千円

1,994,404

(736,353)

千円

千円

千円

614,281

千円

千円

2

一
一
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2 制限付一般競争入札の概要

(.1).入札に付する事項

アエ事名 長崎市新庁舎建設空調設備工事

工事場所長崎市魚の町4番1の一部、4番100の一部

工事内容構造地上鉄骨造・鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コン

クリート造)

地下鉄筋コンク.リート造

基礎直接基礎(マットスラブ)

その他免震構造

階数地下1階地上19階塔屋1階

延べ面積 51,747.66が

熱源設備、空気調和設備、換気設備、排煙設備、自動制御設

備

エエ期議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

(2)資格要件

ア共同企業体としての要件

(ア)自主的に結成された共同企業体であること。

(イ)工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。

(ウ)共同企業体は.、 3者で構成するものとし、(2)イ及び(2)ウの代表構成

員の資格要件を満たすもの1者と、(2)イ及び(2)工のその他構成員の資

格要件を満たすもの2者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本入札

に参加する他の共同企業体の構成員となることができない。

(エ)一構成員の出資比率の最小限度は20%とする。

(オ)存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定める

期間とする。

.当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約の履行後3か月以上

b.当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで

(カ)共同企業体の一構成員の代表者(入札・契約締結権限を有する受任者

(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一の共同企業体の他の構

成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねていないこと。

イ共同企業体の構成員の資格要件

(ア)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する

者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しな

い者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。

(イ)長崎市建設工事等入札参加資格者名筑(建設工事)!こ登録がある者であ

ること。

(ウ)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領及び長崎市各種契約等に

おける暴力団等の排除措置に関する要綱の規定に基づく指名停止期間中
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でない者であること。

(エ)会社更生法(平成14年法律第巧4号)第打条の規定に基づく更生手続開始

の申.立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがあった者(更生手続開始又は再生手続開始の決

定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格

審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された

者で、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定

された者を除く。)でないこと。

(オ)会社法(平成17年法律第86号)第4乃条若しくは第644条の規定に基づく

清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規

定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

(カ)本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

(キ)共同企業体の各構成員の各代表者(受任者を含む。)が、本入札に参

加する他の共同企業体の各構成員の各代表者(受任者を含む。)と同一

の者になっていない者であること。

(ク)同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契

約に係る制限付一般競争入札において、7件以上の落札をしていない者で

あること。ただし、「年度内落糺制限(年6回)の適用除外工事」の落札を

除く。

(ケ)開札日の前日から起算して 1 か月前に当たる日から開札日までの期間

に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の諧負契約に係る制限

付一般競争入札において、1件の落札価格(消費税込み。共同企業体の場

合は、.落札価格を各構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の

落札をしていない者であること。

ウ代表構成員の資格要件

(ア)(2)イ(イ)の名簸に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許

可を有する者であること。

(イ)本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が825点以上で

ある者であること。

(ウ)元請(共同企業体においての実績は代表構成員としての実績)として、

過去10か年の間に、国内において、国、地方公共団体等が発注した、延

べ面積が25,000肘以上の建築物新築工事に係る空調工事の契約を1回以

上締結し、これらをすべて誠実に履行した者であること。

(エ)建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇

用関係にある本工事の工種に係る監理技術者を専任で配置できる者であ

ること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期限日を

含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。

工その他構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること。

(イ)(2)イ(イ)の名箕に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許

可を有する者であること。

(ウ)本市における.本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が825点以上で

4



ある者であること。

(エ)建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある本工事の

工種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を主任技術者と

して専任で配置できる者であること。なお、当該技術者については、入

札参加申請書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にある

5

こと



3 総合評価落札方式の概要

(1)目的

総合評価落札方式による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入キU という。)は、地方

自治法施行令第167条の10の2の規定により、価格だけでなく技術力も含め一体的に評

価し、総合的に優れた調達を行う方法である。

新庁舎建設空調設備工事においては、高い技術力が求められ、かつ大規模な工事であるた

め、入札者の技術力、信頼性及び社会性並びに入札価格を一体として評価し、落札者を決定

する必要があることから、総合評価一般競争入札を採用したものである。

(2)総合評価の方法(落札者決定基準)

新庁舎建設空調設備工事の総合評価一般競争入札落札者決定基準(以下「落札者決定基準」

という。)については、長崎市総合評価一般競争入札審議会の意見を踏まえ、次のとおり決定

した。

ア評価値

落札者決定基準における評価値は、次の計算式により算定するものとする。

評価値 技術評価点+価格点

イ技術評価の形式

技術評価の形式は、配置予定技術者の能力、企業の施工能力、地域貢献及び技術提案

を評価する技術提案評価型(技術提案型)とする。

ウ技術評価点

技術評価点は、評価項目ごとに、各構成員それぞれに評価した点数を合計し、出資比

率を乗じて出た数値を合計するものとする。ただし、評価値の算出に使用する出資比率

は、実際の出資比率に関わらず、代表構成員を50%、その他構成員を25%として計算す

るものとする。

工基準価格

基準価格は価格点の最高点となる価格とし、予定価格X基準価格率により算定する。

この場合において、基準価格率は、制限付一般競争入札で設定する最低制限価格率をこ

れに置き換えるものとする。

オ低入札価格

低入札価格は、価格点が0点となる価格とし、予定価格X低入札価格率により算定す

る。低入札価格率は、 0.85とする。

力価格点

価格点は、次の計算式により決定するものとする。

【価格点計算式】

(ア)基準価格以上の場合 Y=(1-X/A.) XK

(イ)基準価格未満の場合 Y=(X/A-0)/(b- C) X (1 - b) X K

Y:価格点

X :入札価格

A:予定価格

b :基準価格率=0.89~0.釧(ランダムに決定)

C :低入札価格率=0.舗

k :最大価格点=30

K :価格点係数=k/ G-b)
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、

(3)落札者の決定

新菱・フジエア,松栄特定建設

工事共同企業体

三機・日冷・九設特定建設工事

共同企業体

ダイダン・星野管工設備・K I

Y0特定建設工事共同企業体

蔀^謬欝
J!,艇'戯勇'1轟謡卜1波4矗F1ミ1鞘、P、tl。;,,,

三建・長与・旭特定建設工事共

同企業体

2,321,500,000円

2,331,000,.000円

1'〒、'+〒◆◆

心晦技術,・,、、
Ir評価点'、

(4)長崎市総合評価一般競争入札審議会における技術提案に関する審査講評

提案内容について、標準施工を上回り、かっ多くの工夫が見られるかどうか評価を行った

結果、配点に若干の差が生じだが、どの提案も設計図書や現場条件をよく理解され、優れた
提案であった。

なお、工事施工にあたっては、以下の2点を実施するよう要望があった。

・建築工事、空調設備工事及び電気工事の施工業者間で調整し、アンカー打設など事前にで

きることは、あらかじめ建築工事で施工することで作業の効率化を図ること。

提案内容について、適切に設計へ反映し、工程に後戻りが生じることのないよう連携を図

ること。

2,318,000,000円

79,85

',・'価格点

2,321,489,170円

73.25

(参考)

28.88

予定価格 6肖費税含まない)・一①

66.50

27,能

基準価格率・一②

51.50

108.73

喪ゞ、ニ¥予¥*牟輪越那

基準価格(消費税含まない)・・・①X②

29.32

100' 93

1位

(落木D

28.能

鮖.毅

2位

80.38

3位

2,551,087,000円

4位

2,312,560,365円

0.90鉐
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(5)技術評価点の内訳

辻●■
・評価痩自熊
11q熊瓢
、 1、 1'、"、'1、11,、"1¥

配置予定技術者の能力

資格と経験 監理技術者及び主任技術者の

資格は、一級管工事施工管理

技士又は技術士七する。経験

年数は、資格取得日から公告

日までの経過年数とする。

同種・類似

工事の実績

①平成21年4月1日から平成

31年3月31日までに国内

において、国、地方公共団

体等から発注され完成した

工事の中から、単独又は代

表構成員の監理技術者とし

て施工した工事1件を記載

する。

②同種工事とは、国、地方公

共団体等が発注した、延べ

面積が50,000 鯆以上の建築

物新築工事に係る空調工事

とする。

③類似工事とは、国、地方公

共団体等が発注した、延べ

面積が 25,000 "以上の建築

物新築工事に係る空調工事

とする。

価 基、.

r

A

5

一

B

10年以上

準.

経験5年以上 10年朱満

C

D :1年以上3年未満

3年以上5年未満

E :1年未満

A

10

同種工事

8

6

企業の施工"

4

総合数値

呂

0

10

類似工事

同種・類似

工事の実績

力

15

9

長崎市の資格審査における管

工事の総合数値。

①平成21年4月1日から平成

31年3月31日までに、国

内において、国、地方公共

団体等から発注され完成し

た工事の中から、単独又は

代表構成員として施工した

工事1件を記載する。

②同種工事とは、国、地方公

共団体等が発注した、延べ

面積が50,000河以上の建築

物新築工事に係る空調工事

とする。

③類似工事とは、国、地方公

共団体等が発注した、延べ

面積が25.000 '以上の建築

物新築工事に係る空調工事

とする。

9

C :なし

5

10

9 5

総合数値XO.005
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労務賃金の

支払い

①「1日当りの平均労務賃金」

を「長崎県の設計労務単価

以上支払う」二ととする。

②元請及ぴ下請全ての、以下

に示す作業員のΠ日当りの

平均労務賃金」を対象とす

る。

地域貢献

下請け及び

資器材調達

における市

内業者の活

用 ゛

・配管工 19,000円

下請け及び資噐材調達におけ

る市内業者への発注率

A:韮約する

技術提案

施工上の課

題への提案

51、 50

呂 誓約しない

提案が適切で工夫がみられ

る場合を評価する。

①工程管理

建築工事や電気設備工事

などの別途発注工事との総

合調整や、作業効率向上の

ための手法について

②品質管理

設備の長寿命化及び効率

的な維持管理の実現に向け

た、施工,品質管理の乎法に

ついて

③安全管理、交通対策

現場の安全管理、資機材

搬入時の対策について

④環境対策

騒音、振動、大気汚染に対

する対応について

市内業者への発注率X20

占

10

'..、

0

10

最大20点

4つの課題を3段階で評価

A :5点

B :3点

C :0点

10

20

10

16.6

自由提案

0

7

上記地域貢献及び施工上の

課題への提案以外で、地域貢

献や目的物の機能向上等に関

する自由な提案を評価。

7 6

20

A:

B:

C:

18

5点

3点

0点

20 20

、
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工事の仮契約の概要

第174号議案資料

工

契

(消

事

約金額

費税含む)

落札金額

(消費税含まない)

名 長崎市新庁舎建設電気工事

2,46 9,940,000円

2,245,400,0 0 0円

相

関電工・イナヅマ電気・長崎電建工業特定建設工事共同企業体

福岡市中央区薬院一丁目1番1号

株式会社関電工西日本営業本部九州支店

支店長小原隆

長崎市西山2丁目2番3号

株式会社イナヅマ電気工事
代表取締役真崎庸一郎

長崎市北陽町934番地6

長崎電建工業株式会社
代表取締役三原英樹

手 方

工

担当

契約の方法

一式

一式

一式

一式

一式

一式

期

入札年月日

画

議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

入札回数

一般競争入札(制限付一般競争入木D

政

入札参加者

及び入札結果

令和元年10月28日

1回

工

16ページ記載のとおり

事概

工事場所

工事内容

要

落札者決定方式

魚の町

受変電

発電

電力貯

本工事は、技術力に係る資料の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案型)を適用
した工事である。

設備

備設

蔵設備

設備

設備

設備

一式

一式

一式

一式

一式

一式

保護 備
【ル

雷 6又

航空障害灯設備

ホバリング対応設備

構内配電線路

構内通信線路

モックアップ設備

10
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、

財 源 内

予算額①

訳

工事費

既契約額②

千円

24,063,000

契約額③
(内、電気

工事)

千円

15,015.000

国庫支出金

差引

①一②・③

千円

6,釧 6,698

(2,469.94の

千円

158,278

契約額は空調設備工事、電気工事、衛生設備工事、通信工事の合計額。

空調設備工事等に続き令和2年度以降、外構工事等を発注予定。

県支出金

千円

98,763

干円

2,131,302

財源内訳

千円

45,494

(16,246)

千円

地方債

千円

千円

16,966,800

千円

14,021

干円

千円

10,587,000

その他

千円

4,876,800

(1.741,50の

千円

6,937,922

千円

千円

4,329,237

般財源

千円

1,503,000

千円'

1,994,404

(712,194)

千円

千円

千円

614' 281

千円

干円

.

11
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2 制限付一般競争入札の概要

(1)入札に付する事項

工事名 長崎市新庁舎建設電気工事

工事場所長崎市魚の町4番1の一部、'4番100の一部

工事内容構造地上鉄骨造・鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コン

クリート造)

地下鉄筋コンクリート造

基礎直接基礎(マットスラブ)

その他免震構造

階数地下1階地上19階塔屋祁皆

延べ面積 51,747.66市

受変電設備、発電設備、電力貯蔵設備、幹線設備、動力設備、

電灯設備、雷保護設備、航空障害灯設備、ボバリング対応設

備、構内配電線路、構内通信線路、モックァップ設備

エエ'期議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

(2)資格要件

ア共同企業体としての要件

(ア)自主的に結成された共同企業体であること。

(イ')工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。

(ウ)共同企業体は、 3者で構成するものとじ、(2)イ及び(2)ウの代表構成

員の資格要件を満たすもの1者と、(2)イ及び(2)工のその他構成員の資

格要件を満たすもの2者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本入.札

に参加する他の共同企業体の構成員となることができない。

(エ)一構成員の出資比率の最小限度は20%とする。

(オ)存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定める

期間とする。

ヨ当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約の履行後3か月以上

b 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで

(カ)共同企業体の一構咸員の代表者(入札,'契約締結権限を有する受任者

(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一の共同.企業体の他の構

成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねていないこと。

イ共同企業体の構成員の資格要件

(ア)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する

者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しな

い者及び同条第2・項各号に該当しないと認められる者であること。

(イ)長崎市建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事)1こ登録がある者であ

るごと。

(ウ)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領及び長崎市各種契約等に

12
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おける暴力団等の排除措置に関する要綱の規定に基づく指名停止期間中

でない者であること。

(エ)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225・号)第21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがあった者(更生手続開始又は再生手続開始の決

定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格

審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された

者で、更生計画の認可が決定され.た者又は再生計画の認可の決定が確定

された者を除く。)でないこと。

(オ)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく

清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規

定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

(カ)本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

(キ)共同企業体の各構成員の各代表者(受任者を含む。)が、本入札に参

加する他の共同企業体の各構成員の・各代表者(受任者を含む。)と同一

の者になっていない者であること。

(ク)同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契

約に係る制限付一般競争入札において、7件以上の落札をしていない者で

あること。ただし、「年度内落札制限(年6回)の適用除外工事」の落札を

除く。

(ケ)開札日の前日から起算して 1 か月前に当たる日から開札日までの期間

に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限

付一般競争入札において、1件の落札価格(消費税込み。共同企業体の場

合は、落札価格を各構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の

落札をしていない者であること。

ウ代表構成員の資格要件

(ア)(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり.、特定建設業の許

可を有する者であること。

(イ)本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が840点以上で

ある者であること。

(ウ)元請(共同企業休においての実績は代表構成員としての実績)として、

過去15か年の間に、国内において、国、地方公共団体等が発注した、受

電設備容量1,oookvA 以上の建築物新築工事に係る電気工事の契約を1回

以上締結し、これ・らを.すべて誠実に履行した者であること。

(エ)建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇

用関係にある本工事の工種に係る監理技術者を専任で配置できる者であ

ること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期限日を

含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。

工その他構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること。

(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許(イ)

可を有する者であること。

13



(ウ)

(エ)

本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が840点以上で

ある者であること。

建設業法の規定に基づく直接的かづ恒常的な雇用関係にある本工事の

工種に係る・監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を主任技術者と

して専任で配置できる者であること。なお、当該技術者については、入

札参加申請害の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にある

14
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3 総合評価落札方式の概要

(1)目的

総合評価落札方式による一般競争入札(以下「総合評価一般競争入木U という。)は、地方

自治法施行令第167条の10の2の規定により、価格だけでなく技術力も含め一体的に評

価し、総合的に優れた調達を行う方法である。

新庁舎建設電気工事においては、高い技術力が求められ、かつ大規模な工事であるため、

入札者の技術力、信頼性及び社会性並びに入札価格を一体として評価し、落札者を決定する

必要があることから、総合評価一般競争入札を採用したものである。

(2)総合評価の方法(落札者決定基準)

新庁舎建設電気工事の総合評価一般競争入札落札者決定基準(以下「落札者決定基準」と

いう。)については、長崎市総合評価一般競争入札審議会の意見を踏まえ、次のとおり決定し

^0

ア評価値

落札者決定基準における評価値は、次の計算式により算定するものとする。

評価値 技術評価点+価格点

イ技術評価の形式

技術評価の形式は、配置予定技術者の能力、企業の施工能力、地域貢献及び技術提案

を評価する技術提案評価型(技術提案型)とする。

ウ技術評価点

技術評価点は、評価項目ごとに、各構成員それぞれに評価した点数を合計し、出資比

率を乗じて出た数値を合計するものとする。ただし、評価値の算出に使用する出資比率

は、実際の出資比率に関わらず、代表構成員を50%、その他構成員を25%として計算す

るものとする。

工基準価格

基準価格は価格点の最高点となる価格とし、予定価格X基準価格率により算定する。

この場合において、基準価格率は、制限付一般競争入札で設定する最低制限価格率をこ

れに置き換えるものとする。

オ低入札価格

低入札価格は、価格点が0点となる価格とし、予定価格X低入札価格率により算定す

る。低入札価格率は、 0.85とする。

力価格点

価格点は、次の計算式により決定するものとする。

【価格点計算式】

(ア)基準価格以上の場合 Y=(1-X/A) XK

(イ)基準価格未満の場合 Y=(X/A- C)/(b- C) X (1 - b) X K

Y.価格点

X:入札価格

A :予定価格

b :基準価格率=0.89~0,91(ランダムに決定)

C :低入札価格率=0.部

k :最大価格点=30

K :価格点係数= k/(1- b)

15



(3)落札者の決定

関電工・イナヅマ電気・長崎髄

建工業特定建設工事共同企業

体

九電工・チョーエイ・長崎電業

特定建設工事共同企業体

東光・長崎・原口特定建設工事

共同企業体

2,245,400,000円

(4)長崎市総合評価一般競争入札審議会における技術提案に関する審査講評

提案内容について、標準施工を上回り、かつ多くの工夫が見られるかどうか評価を行った

結果、配点に若干の差が生じたが、どの提案も設計図書や現場条件をよく理解され、優れた

提案であった。

なお、工事施工にあたっては、以下の2点を実施するよう要望があった。

・建築工事、空調設備工事及び電気工事の施工業者間で調整し、アンカー打設など事前にで

きることは、あらかじめ建築工事で施工することで作業の効率化を図ること。

・提案内容について、適切に設計へ反映し、工程に後戻りが生じることのないよう連携を図

ること。

2,263,000,000円

2,248,000,000円

82,75

(参考)

予定価格(消費税含まない)

83.50

評価値

27.弱

基準価格率・,・②

80.50

基準価格 6肖費税含まない)・・・①X②

25.54

110.30

順,位一、

27,25

109.04

1位

(落キD

107,75

①

2位

2,4部,742,000円

3位

2,223,893,370円

0.的43

16

価格点
術
点

,
禪
評
.

ι
一

格価
1
北
キ

"
太

ず
や
 
L
 
瓣
乎
}

ゴ
 
0
 
」
塁
1

ル
の

.
者茄参L

,
、
'
木

七
0
ゞ
鷲
f
1
Ξ
0

゛
』
ー
,

叫
称
十
'

Ξ
!
一
翌
 
1
J
 
.
リ

一
部
叉
ン

」
畔



(5)技術評価点の内訳

Ξ.'

評価項目

J

配置予定技術者の能力

資格と経験

評 価

監理技術者及ぴ主任技術者の資

格は、一級電気工事施工管理技

士又は技術士とする。経験年数

は、資格取得日から公告日まで

の経過年数とする。

ι.

内

同種・類似

工事の実績

容

1゜ t

①平成16年4月1日から平成

31年3月31日までに国内に

おいて、国、地方公共団体等

から発注され完成した工事の

中から、単独又は代表構成員

の監理技術者として施工した

:こ事1件を記載する。

②同種工事とは、国、地方公共

団休等が発注した、受電設備

容量6,oookvA以上の建築物新

築工事に係る電気工事とす

る。

③類似工事とは、国、地方公共

団体等が発注した、受電設備

容量 1,oookvA以上の建築物新

築工事に係る電気工事とす

る。

」

5

A :10年以上

B :経験5年以上 10年未満

C :3年以上5年未満

ι」
1 '

D ;1年以上3年未満

」;f .

'ξ.1、'

配点,

電工1-、イナ

ヅマ電気 ■

崎電建工業

1共同企業体

E :1年未満

'.

12.5

;九電工,;モ,チ、
ヨ" i立"イ上'

長崎電業

共同企業体

A:同種工事

10

17

0

8

10

6

企業の施工能力

7

総合数値

4

乢゜生'

光,.,"長崎 T
,原口'

共同企業体

0

10

同種・類似

工事の実績

B;類似工事

長崎市の資格審査における電気

工事の総合数値。

、、イ、
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9.

①平成16年4月1日から平成

31年3月31日までに、国内

において、国、地方公共団体

等から発注され完成した工事

の中から、単独又は代表構成

員として施工した工事1件を

記載する。

②同種工事とは、国、地方公共

団体等が発注した、受電設備

容量6,oookvA以上の建築物新

築工事に係る電気工亊とす

る。

③類似工事とは、国、地方公共

団休等が発注した、受電設備

容量 1,oookvA 以上の建築物新

築工事に係る電気工事とす

る。

5

C:なし

10

10

総合数値XO.005

ω轍点以下第1位を四捨玉入)

7 5

0

5

A:同種工事

5

B;類似工事

フ.75
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労務賃金の

支払い

①「1日当りの平均労務賃金」を

「長崎県の設計労務単価以上

支払う」こととする。

②元請及び下請全ての、以下に

示す作業員の門日当りの平均

労務賃金」を対諒とする。

・電工 19,300円

地域貢献

下請け及び

資器材調達

における市

内業者の活

用

下請け及ぴ資器材調達における

市内業者への発注率

A:誓約する

技術提案

施工上の課

題への提案

B :誓約しない

提案が適切で工夫がみられる

場合を評価する。

①工程管理

建築工事や空調設備工事な

どの別途発注工事との総合調

整や、作業効率向上のための

手法について

②品質管理

設備の長寿命化及び効率的

な雑持管理の実現に向けた、

施工・品質管理の手法につい

て

③安全管理、交通対策

現場の安全管理、資機材搬

入時の対策について

④環境対策

騒音、振動、大気汚染に対

する対応について

市内業者への発注率X20点

10

0

10

最大20点

4つの課題を3段階で評価

A :5点

B ; 3点

C :0点

10

゛

20

10

自由提案

20 18

上記地域貢献及ぴ施工上の課

題への提案以外で、地域貢献や

目的物の機能向上等に関する自

由な提案を評価。

20

20

A:

B:

C:

1' 2

5点

3点

0点

18 18

計

5 3

18

5

82,75

3

83.50 80.50合



工事の仮契約の概要

第175号議案資料

工

契約金額
(消贊税含む)

事

札金額

(消費税含まない)

名 長崎市新庁舎建設衛生設備工事

357,576,000円

相

」 234,1 60,000円

旭管・日冷・長与管工特定建設工事共同企業体

長崎市諏訪町4番8号

株式会社旭管工社

代表取締役中村勝

長崎市元船町14番10号
株式会社日本冷熱
代表取締役石川淳一

長崎市女の都4丁目 1番 19号
株式会社長与管工設備工業所
代表取締役尾川公一

手

担当

方

消火設備

ガス設備

雨水淀過設備

さく井設備

工

契約の方法

画 政

期

19

議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

入札年月日

一般競争入札(缶邨艮付一般競争入キD

入札回数

入札参加者

及び入札結果

令和元年10月28日

1回

工 事

21ページ記載のとおり

概

一式

一式

一式

一式

要

工事場所

工事内容

魚の町

衛生器具設備

給水設備

排水設備

給湯設備

一式

一式

一式

一式

部
部
部

財
築
財

理
建
企

入
札

1
 
2



財 源 内

予算額①

訳

工事費

既契約額②

千円

24,0飴,000

契約額③
(内、衛生

設備工事)

千円

15,015,000

国庫支出金

差引

①一②・③

千円

6,916,698

(1,357,576)

千円

158,278

契約額は空調設備工事、電気工事、衛生設備工事、通信工事の合計額。

空調設備工事等に続き令和2年度以降、外構工事等を発注予定。

県支出金

千円

98,763

千円

2,131,302

財源内訳

千円

千円

45,494

(8,929)

地方債

千円

千円

16,966,800

千円

14,021

千円

10,587,000

千円

゛

その他

千円

6,937,922

千円

4,876,800

(957.200)

千円

千円

4,329,237

般財源

千円

1,503,000

千円

1,994,4叫
(391,44刀

千円

千円

千円

614,281

千円

千円
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2 入札参加者及び入札結果

※下記入札金額については、消費税は含まない。

予

業

旭管・日冷・長与管工特定建
設工事共同企業体

最低制限価格

(最低制限価格率)

者

定

2
松栄・フジエア・九設特定建
設工事共同企業体

名

価 格 (消費税含まない)

弗1回
(入札率)

(消費税含まない)

1234,160,000

( 98.20%)

1,256,フ75,000円

第2回
(入札率)

1,143,036β62円

(90.95%)

結

落札

(円)

果

無効
同日落札
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3 入札参加資格審査結果

業 者 名

旭管・日冷・長与管工
特定建設工事共同企
業体

'

代表構成員名

その他構成員名

総旭管工社

特定建設
業許可

2

掬日本冷熱

松栄・フジエア・九設
特定建設工事共同企
業体

制長与管工設備工
業所

総合数値

(点)

有

舗松栄設備

有

総フジエアテック

施

1,026

工

長崎県警察本部庁
舎衛生設備工事

有

工

九設工業樹

事

1,124

実

名

有

類

1.072

有

金額(円)

1,045

397,716,480

大園団地(2期)公営
住宅新築管工事(2)

有

1,172

959

124β66,705
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4 制限付一般競争入札の概要

(1)入札に付する事項

長崎市新庁舎建設衛生設備工事アエ名

工事場所長崎市魚の町4番1の一部、4番100の一部

工事内容衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、消火設備、

ガス設備、雨水液過設備、さく井設備

エエ期議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

(2)資格要件

ア共同企業体としての要件

(ア)自主的に結成された共同企業体であること。

(イ)工事、施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。

(ウ)共同企業体は_、 3者で構成するものとし、(2)イ及び(2)ウの代表構成

員の資格要件を満たすもの1者と、'(2)イ及び(2)工のその他構成員の資

格要件を満たすもの2者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本入

札に参加する他の共同企業体の構成員となることができない。

(エ)一構成員の出資比率の最小限度は20%とする。

(オ)存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定め

る期間とする。

a 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約の履行後3か月以上

b 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで

(カ)共同企業体の一構成員の代表者(入札・契約締結権限を有する受任

者(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一の共同企業体の他

の構成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねていないこと。

イ共同企業体の構成員の資格要件

(ア)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定す

る者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当

しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。

(イ)長崎市建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事)に登録がある者で

あること。

(ウ)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領及び長崎市各種契約等

における暴力団等の排除措置に関する要綱の規定に基づく指名停止期

間中でない者である・こと。

(エ)会社更生法(平成14年法律第巧4号)第17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第力条の規定に基

づく再生手続開始の申立てがあった者(更生手続開始又は再生手続開

始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札

参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として

認定された者で、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可
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の決定が確定された者を除く'。)でないこと。

(オ)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第艇4条の規定に基づ

く清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号・)第18条若しくは第19条

の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

(カ)本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

(キ)共同企業体と、本入札に参加する他の共同企業体に資本・人的関係

がある者が含まれていない者であること。

(ク)同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負

契約に係る制限付一般競争入札において、7件以上の落札をしていない

者であること。ただし、「年度内落札制限(年6回)の適用除外工事」の

落札を除く。

(ケ)開札日(初回入札の開札日をいう。以下同じ。)の前日から起算し

て1か月前に当たる日から開札日までの期間に本市又は本市上下水道

局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札におい

て、1件の落札価格6肖費税込み。共同企業体の場合は、落札価格を各

構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の落札をしていな

い者であること。

ウ代表構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること。

(イ)(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業.の許

可を有する者であること。

(ウ),本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が825点以上

である者であること。

(エ)元請(共同企業体においての実績は代表構成員としての実績)として

過去10か年の間に、国内において、国、地方公共団体等と延べ面積が

5,ooorrf以上の建築物新築工事に係る衛生設備工事の契約を1回以上締

結し、これらをすべて誠実に履行した者であること。

(オ)建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な

雇用関係にある本工事の工種に係る監理技術者を専任で配置できる者

であること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期

限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。

エ'その他構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること。

(イ)(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許

可を有する者であること。

(ウ)本市における本工事の工種に係る公告日現在の総合数値が825点以上

である者であること。

(エ)建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある本工事

の工種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を主任技術

者として専任で配置できる者であること。なお、当該技術者について

は、入札参加申請書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係

にあること。
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工事の仮契約の概要

第176号議案資料

工

契約金額

(消費税含む)

事

落札金額

(消費税含まない)

名 長崎市新庁舎建設通信工事

53・5,

相

48 6,8 47,270円

5 3 1

手

長崎電気・三ヱ電機特定建設工事共同企業体

長崎市浪の平町1番35号
長崎電気株式会社
代表取締役柴田正明

長崎市大橋町6番6号

株式会社三ヱ電機

代表取締役小林純一

997円

方

工

担当

契約の方法

期

画

,一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

入札年月日

政

一般競争入札(制限付一般競争入札)

入札回数

入札参加者

及ぴ入札結果

令和元年10月28日

1回

工

27ページ記載のとおり

事 概

工事場所

工事内容

要

魚の町

構内交換設備

構内情報通信網設備

登退庁設備

拡声設備

映像・音響設備

議場倭員会用配管設備

誘導支援設備

一式

一式

一式

ー.式

一式

一式

」式

テレビ共同受信設備

情報表示設備

1丁V設備

駐車場管制設備

入退室管理設備

機械 警 備

火災報知設備
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財 源 内

予算額①

訳

既契約額②

工事費

千円

24,063,000

契約額③
(内、通信

工事)

千円

15,015,000

国庫支出金

差引

①一②・③

千円

6,916,的8

(535,532)

千円

158,278

契約額は空調設備工事、電気工事、衛生設備工事、通信工事の合計額。

空調設備工事等に続き令和2年度以降、外構工事等を発注予定。

県支出金

千円

98,763

千円

2,131,302

千円

干円

45,494

(3,522)

財源内訳

千円

地方債

千円

16,966,800

千円

14,021

千円

千円

10,587,000

その他

千円

4,876,800

(37フ,舶0)

干円

千円

6,937,922

千円

4,329,237

千円

1,503.000

般財源

千円

1,994,404

(154,41の

千円

千円

千円

614,281

、

千円

千円

"゛

26



2 入札参加者及び入札結果

※下記入札金額については、消費税は含まない。

予

業

長崎電気・三ヱ電機特定建
設工事共同企業体

最低制限価格

(最低制限価格率)

者

定

2
チョ・」エイ・長崎電業特定建
設工事共同企業体

名

、

価

3

格

イナヅマ電気・長崎電建工業
特定建設工事共同企業体

(消費税含まない)

第1回
(入札率)

(消費税含まない)

486β47,270
( 91.00%)

534,000,000
( 998偶)

534,997,000円

第2回
(入札率)

484β67,781円

(90.63%)

結

落札

(円)

果

無物
同日落札
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3 入札参加資格審査結果

業者

長崎電気・三ヱ電機特定建設
工事共同企業体

名

2
チョーエイ・長崎電業特定建設
工事共同企業体

代表構成員名

その他構成員名

長崎電気朗

3
イナヅマ電気・長崎電建工業
特定建設工事共伺企業体

鵬三ヱ電機

特定建設業
許可

側チョーエイ

長崎電業繍

有

樹イナヅマ電気工事

有

長崎電建工業総

有

有

有

有
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4 制限付一般競争入札の概要

(1)入札に付する事項

アエ事名 長崎市新庁舎建設通信工事

工事場所長崎市魚の町4番1の一部、4番100の一部

工事内容構内交換設備、構内情報通信網設備、登退庁設備、拡声設

備、映像・音響設備、議場・委員会用配管設備、誘導支援

設備、テレビ共同受信設備、情報表示設備、 nV設備、駐車

場管制設備、入退室管理設備、機械警備、火災報知設備

エエ期議会の議決を得た日から令和4年8月10日まで

(2)資格要件

ア共同企業体としての要件

(ア)自主的に結成された共同企業体であること。

(イ)工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。

(ウ)共同企業体は、 2者で構成するものとし、(2)イ及び(2)ウの代表構成

員の資格要件を満たすもの1者と、(2)イ及び(2)工のその他構成員の資

格要件を満たすもの1者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本入

札に参加する他の共同企業体の構成員となることができない。

(エ)一構成員の出資比率の最小限度は30%とする。

(オ)存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定め

る期間とする。

a 当該工事の請負契約の相手方となった共同企業体

成立してから、当該工、事の請負契約の履行後3か月以上

b 当該工事の請負契約の相手方とならなかった共同企業体

成立してから、当該工事の請負契約が締結された日まで

(カ)共同企業体の一構成員の代表者(入札・契約締結権限を有する受任

者(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一の共同企業体の他

の構成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねていないこと 0

イ共同企業体の構成員の資格要件

(ア)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定す

る者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当

しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。

(イ)長崎市建設工事等入札参加資格者名簿(建設土事)1こ登録がある者で

あること 0

(ウ)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領及び長崎市各種契約等

における暴力団等の排除措置に関する要綱の規定に基づく指名停止期

間中でない者であること。

(エ)会社更生法(平成14年法律第154号)第.17条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基

づぐ再生手続開始の申立てがあった者(更生手続開始又は再生手続開

始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札
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参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として

認定された者で、'更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可

の決定が確定された者を除く。)でないこと。

(オ)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に,基づ

く清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条

の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

(カ)本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

(キ)共伺企業体と、本入札に参加する他の共同。企業体に資本・人的関係

がある者が含まれていない者であること。

(ク)同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負

契約に係る制限付一般競争入札において、7件以上の落札をしていない

者であること。ただし、「年度内落札制限(年6回)の適用除外工事」の

落札を除く。

(ケ)開札日(初回入札の開札日をいう。以下同じ。)の前日から起算し

て1か月前に当たる日から開札日までの期間に本市又は本市上下水道

局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札におい

て、1件の落札価格(消費税込み。共同企業体の場合は、落札価格を各

構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の落札をしていな

い者であること。

ウ代表構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること 0

(イ)(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許

可を有する者であること。

(ウ)、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な

雇用関係にある本工事の工種に係る監理技術者を専任で配置できる者

であること。なお、当該技術者については、入札参加申請書の提出期

限.日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。

工そ.の他構成員の資格要件

(ア)長崎市内に本店を有する者であること。

(イ)(2)イ(イ)の名簿に本工事の工種に係る登録があり、特定建設業の許

可を有する者であること。

(ウ)建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある本工事

の工種に係る監理技術者又は主任技術者を主任技術者として専任で配

置できる者であること。なお、当該技術者については、入札参加申請

書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあること。
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1 基本方針

①自然エネルギーの積極的活用と最新の省エネルギー技術の導入により、環境への負荷が
少ない庁舎とします。

②防災拠点として、災害時にも機能しつづけるための建物性能の確保、インフラ整備を行
います

③建物のライフサイクルコストを低減する設備とします

長崎市新庁舎建設

設備工事・気工事

・自然採光
・自然通風
・^光発電
・^串塊

自然エネjレギーの活用

備工事概要
'生備工事・通信工事)

環境への

フレキシビリティ

(爽IUこ対する^1性・融逓性)

・なオフィス形状
・レイアウト壷更力^な
柱の少ない空間

として災害に強い庁舎
荷が少ない省エネ庁舎

※1

※2

・免^
・,騰用発^傭
・無停電電^置
・電力引込の二重化

災害への対応

幅射空調:冷水や温水が循するパネル

B EMS (B山 ldin宮 Ener"y Mam"樹胎nt

消費の削減を図るためのシステム

(1)自然エネルギーの活用・省エネルギーの推進

1 太陽光ハネルの設置(別途工事)、雨水利用、自然採光など、自然エネルギーを活用した
施設計画とします

②庇などによる日射負荷の低滅や断熱性能の向上、快適性と経済性の高い報射ハネル空調
方式の採用、 LED照明などの省エネ機器の選定、明るさセンサーや人感センサーを活用
した照明制御などにより、建物の一次エネルギー消費量を現行省エネ基準に対して50%以
上削滅します

3 BEMSを採用し、各種機器やシステムを適切に管理することにより、光熱水費の低減
を図ります

【防災性と環境性に優れた庁舎のイメージ】

省エネjレギーの推進

(転射ハネル)により、風主体ではなく報射熱による空調方式

Syst肌):ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー

・ LED 明
・^す空胴※1
・ BEMS (省エネの見える化)※2
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【エネルギー消費量の削減効果】

上の図は、建物が消費するエネルギー量を、一般的な省エネ技術を用いた場合(現行の省工

ネ基準)と、今回の新庁舎とで比較したイメージです。(建物の延べ面は同じと設定)

新庁舎では、幅射ハネル空調方式の採用やLED照明器具の効率的な制御などにより、現行

の省エネ基準に対して、50%以上削滅する計画となっています。

2)災害への対応

新庁舎の低層部は、市民等の一時避難受け入れや災害情報発信等の「市民支援エリア」とし
その上層部分に災害対策本部など災害時対応の司令塔となる「災害時応急対策活動エリア
を配置します

一般的な'エネ技術を用いた場合
(現行の右工才基準)

50%以上削

^、

市民支援エリア」
時避難の圖ナ入れや

口

'

ホノ゛ノングスペース

「災害時応急対策活エリア
災本部など災対応の司令塔

口

^

【災害発生時の庁舎のエリア区分のイメージ】

急車両駐車スペース
''



①災害発生に伴う停電時においても市庁舎としての機能が維持出来るように、非常用発電
設備を設置するとともに、 3日以上稼働するために必要な重油を備蓄します。

②受変電設備への引込は2回線とし、一方からの電力供給が途絶えても予備配線から電力
供給できるよう、信頼性を高めます。

③中圧ガスを燃料とした発電設備(コージェネレーション設備)や太陽光発電設備(別途
工事)を整備し、電力供給の複合化を図ることで、電力供給の確実性を高める計画としま
す。

④水道水の他に、雨水などを再利用水として利用するとともに、非常用排水槽の設置など
により、災害時のライフライン途絶時にも施設が機能できるような計画とします。

⑤浸水対策として受水槽を2階、電気室・機械室などを6階と19階に設置します。
⑥空調熱源は、電気・ガスの併用としライフラインの多重化を図ります。
⑦災害時においても、必要な機能を確保するため、庁舎内の諸室ごとに電力供給の割合を

設定します。

1096100%照明 100%

10%10%10%コ地ントなど 100%100%

なしなしなしなし空調 100%

・基幹諸室一・災害対策本部、防災危機管理室、市長室エリア、広報広聴課、サーバー室、機械室など

・優先執務室一・避難活動の支援や市民活動(災害情報入手、食料及び生活必需品の確保等の支援、ラ

イフライン・交通インフラの応急対応等の非常時優先業務に従事する部局倖丸務室のうち約3割)

・一般執務室一・執務室のうち、優先執務室以外

・市民支援諸室一・市民等の一時避難を受け入れるエリア

・その他一・廊下、トイレ、駐車場などのエリア

'

10g6

優先執務室

【電力引込の二重化のイメージ】

■^

一嚇丸務室

^

市民支援諸室

4096

予備線



内燃痩関

燈羽

3)衛生器具設備
節水型器具を選定し、利用者の利便性に酉礁した器具選定を行います

廃熱(蒸気・召水)

コーソエ、

可力

用畷収冷凍匙

熱交換需

ブロセス利用

口
熱交換闇

冷前

ションシステムのイメージ】

紐詞

「1一ゑー、1

【多目的トイレのイメージ】

【オストメイトの方も快適に利用できる前広便座のイメージ】



2 設備工事概要

空調設備工事

d熱源設備

信空気調和設備

@検気設備

@誹煙設備

⑤自動制御設備

電気工事

①受変電設備

②発電設備

@犀力貯蔵設備

@聨線設備

⑤動力設備

値煙灯設備

⑦雷保護設備

逗肱空障害灯設備

9ホバリング対応設備

⑩構内配電線路

@騰内通信線路

@是ツクァップ設備

衛生設備工事

a驚生器具設備

@船水設備

③制咏設備

@胎湯設備

⑤消火設備

⑥ガス設備

⑦雨水ろ過設備

8さく井設備

通信工事

a驚内交換設備

@X篝内情報通信網設備

③登退庁設備

@肱声設備

値缺像・音響設備

値駿場・委員会用配管設備

@誘導支援設備

⑧テレビ共同受信設備

僅"青報表示設備

⑩ITV設備

田駐車場管制設備

⑫入退室管理設備

@機械備設備

⑭火災報知設備



3 断面計画

① 1階から4階には、身近な手続きゃ相談の総合窓口、子育てワンストップ窓口、市税や生
活保護などの専門的な相談窓口を配置します。

② 5階には、議会の独立性を保ちながら機能的な議会運営を行うため、また、来庁者が訪れ
やすいように議会機能を集約して配置します。

③ 6階には、議場の傍聴席と機械室の一部を配置します。
④ 7階から18階には、市長室、危機管理機能及び執務室などを配置します。
⑤ 19階には、長崎の風景を一望することができる展望スヘースと機械室の一部を配置します

ホバリングスヘース

屋望フロア

屋舛機置場

6R.

執務室

執務室

執務杢

執務室

執務塞

執務室

執務室

執務室

軸務竃

執務室

執務杢

執務室

債械塞

PHR.

19

IB凡

17FL

懐控室

受員会室など謹壌

導門的な手続き相談窓口のフロア(生活保護など)

岸門的な手続き・相談窓口のワ0ア(税・保険間係など)

子商て関連識能を集約したフロア・市民利用スペース

身近な手峡き、相談の総合窓口のクロア

震府

1"_

北側
(蛸暑側)

南側
(中央橋側)

IBFL

§

14FL

13n.

12n.

11凡.

10凡

駐車場

断面計画フロア配霞
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4 平面計画

(1)1階~身近な手続き、相談の総合窓口のフロア~

1階平面図

(2) 2階~子育て関連機能を集約したフロア(子育てワンストップ窓口)

三
儒Q

,n

{(
趣畔瑞ぜ二

1.ーヘ

市民判用虫垣声

エレパーター

トイレ

授乳室

.

キッズ

スペース

市民宮口・熊莪室

ロ^9■,^^

乳幼児赴踏室等

子官て間運誌室

0

冬日的ユパース

(

'

し

0

「聶郡工詣]

Eコ

払笈

0

゛.
、.

外階1曼1 ↓.

トイレ

斈B的トイレ
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(3) 3階・ 4階~専門的な手続き・相談窓口のフロア

エレペーター

階吸
市民電口軸務杢

市穿口畝務

エレベーター 附段

エレペーター

エレベーター

階姓

「一爾車^

.n

売店

"

市民窓口・執務杢

厘外テらス

口

市民慧口・戟務室

エレベーター 階段

匡

エレペーター

吹捜

多目的Hレ

階平面図

市民窓口・執務塞

玉
カ
レ
ー
タ
ー

玉
カ
レ
ー
タ
ー



(4) 5階~市議会フロア~

醒 助段

,0

'

堀会間偽粘室

(5) 6階~電気室・機械室フロア~

エレヘーター 酷段

エレベーター

舟鐙

怖纏寓

空調捜燕室

5階平面図

号目就トイ

トイレ

舟段

編恭席

股乳室

発亀擢

堆堪

COG声

MOF室

エレペーター

熱癖磯稜室

杢外憧皿場

空W壊桟杢

授乳室

多臼的トイレ

トイレ

倩聴叱'ー

6階平面図

睡亟刃[

エレベーター



(6) 7階~ 1 8階(基準階)

エレペーター

階段

~執務室~

^π一J

酵泌二狂二

執務室

0

゛,

^

コラポレーションエリア

(フ) 19階~展望フロア~

U

ー.^●、

執務室

エレベーター

工しぺーター

フ~】8階(基準階)平面図

「告段

陪段

U口

多目的トイレ

0 0

●"ケ亀

0

0

゛J

0

多自的トイレ

倭望ホール

.」

0

芝生スペース

ν

トイレ

巨三ヨ,

階股

エレベーター

授乳室

円階平面図

霞望スペース

兼会榎塞


